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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技球が入賞可能な入賞口を有するベース部材と、
　前記入賞口の下端寄り位置を回動中心にして回動し、起立姿勢になって前記入賞口への
遊技球の入賞を規制する閉位置と、前記閉位置に対して上端部が前記入賞口の外側に位置
する傾斜姿勢になって、前記入賞口に遊技球を案内する開位置との間を移動する開閉扉と
、を備えると共に、
　前記開閉扉には、前記開位置で前記回転中心から前記入賞口の奥側に向かって延びた基
端旋回部と、
　前記ベース部材のうち、前記開閉扉と前記開閉扉の回転軸方向で対向する内側面には、
位置決当接部と、
　前記基端旋回部には、前記位置決当接部と当接し、前記開閉扉を前記開位置に位置決め
する開位置決部と、を備え、
　前記位置決当接部と前記開位置決部とが、前記開位置の前記開閉扉の上面より下方に位
置し、
　前記ベース部材には、前記閉位置の前記開閉扉を上方から覆うと共に、前記閉位置の前
記開閉扉の先端部より斜め上方に張り出して延び、前記開閉扉が前記開位置のときに前記
開閉扉の上面との間で遊技球を前記入賞口へと案内するガイド部と、そのガイド部の少な
くとも一部と前記開閉扉の少なくとも一部を前方から覆うカバー部材と、が備えられ、
　前記閉位置の前記開閉扉は、前記開閉扉の先端部と前記ガイド部との間に遊技球、１球
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未満の隙間が空いた状態に配置され、且つその隙間を含む前記開閉扉の先端部と前記ガイ
ド部が前記カバー部材で覆われたことを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、当否判定を行う起因となる入賞口を遊技領域における表示部の下方に配置し
かつ、その入賞口に開閉扉を備えた遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の遊技機として、入賞口の両側に１対の開閉扉を左右対称に備えた所謂、
チューリップ構造の可変入賞部を有するものが知られている（例えば、特許文献１参照）
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－１４８１８７号公報（段落［００１６］、図２）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、表示部の下方の可変入賞部がチューリップ構造になっている遊技機は、
新鮮味に欠けるという問題があった。
【０００５】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたもので、斬新な可変入賞部を表示部の下方に備え
た遊技機の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するためになされた請求項１の発明は、遊技球が入賞可能な入賞口を有
するベース部材と、前記入賞口の下端寄り位置を回動中心にして回動し、起立姿勢になっ
て前記入賞口への遊技球の入賞を規制する閉位置と、前記閉位置に対して上端部が前記入
賞口の外側に位置する傾斜姿勢になって、前記入賞口に遊技球を案内する開位置との間を
移動する開閉扉と、を備えると共に、前記開閉扉には、前記開位置で前記回転中心から前
記入賞口の奥側に向かって延びた基端旋回部と、前記ベース部材のうち、前記開閉扉と前
記開閉扉の回転軸方向で対向する内側面には、位置決当接部と、前記基端旋回部には、前
記位置決当接部と当接し、前記開閉扉を前記開位置に位置決めする開位置決部と、を備え
、前記位置決当接部と前記開位置決部とが、前記開位置の前記開閉扉の上面より下方に位
置し、前記ベース部材には、前記閉位置の前記開閉扉を上方から覆うと共に、前記閉位置
の前記開閉扉の先端部より斜め上方に張り出して延び、前記開閉扉が前記開位置のときに
前記開閉扉の上面との間で遊技球を前記入賞口へと案内するガイド部と、そのガイド部の
少なくとも一部と前記開閉扉の少なくとも一部を前方から覆うカバー部材と、が備えられ
、前記閉位置の前記開閉扉は、前記開閉扉の先端部と前記ガイド部との間に遊技球、１球
未満の隙間が空いた状態に配置され、且つその隙間を含む前記開閉扉の先端部と前記ガイ
ド部が前記カバー部材で覆われたことを特徴とする遊技機である。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の一実施形態に係るパチンコ遊技機の正面図
【図２】遊技板の正面図
【図３】（Ａ）入賞口ユニットの斜視図，（Ｂ）入賞口ユニットの分解斜視図
【図４】（Ａ）入賞口構成体の背面図，（Ｂ）入賞口構成体の斜視図
【図５】入賞口構成体の正面図
【図６】（Ａ）閉状態の入賞口構成体の正面図，（Ｂ）開状態から開状態となる途中の入
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賞口構成体の正面図，（Ｃ）開状態の入賞口構成体の正面図
【図７】（Ａ）閉状態の第２始動口周辺の正面図，（Ｂ）開状態の第２始動口周辺の正面
図
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明を適用したパチンコ遊技機１０（本発明の「遊技機」に相当する。）に係
る一実施形態を、図１～図７に基づいて説明する。図１に示すように、パチンコ遊技機１
０は、前面が前面枠１０Ｚにて覆われており、その前面枠１０Ｚに形成されたガラス窓１
０Ｗを通して遊技板１１の遊技領域Ｒ１が視認可能になっている。
【００１０】
　前面枠１０Ｚのうちガラス窓１０Ｗより下方には、上皿２６及び下皿２７が上下２段に
して設けられ、下皿２７の右側には操作ノブ２８が設けられている。操作ノブ２８を回動
操作すると、上皿２６に収容された遊技球が遊技領域Ｒ１に向けて弾き出される。なお、
上皿２６に備えた球排出ボタン（図示せず）を押すと上皿２６に収容されている遊技球が
下皿２７へと移動する。
【００１１】
　図２に示すように、遊技領域Ｒ１は全体が略円形状となっていて、ガイドレール１２に
囲まれている。ガイドレール１２は、例えば、帯状板金を湾曲させてなり、遊技板１１の
前面から起立した状態に取り付けられている。また、ガイドレール１２の最下端部には、
ガイドレール１２全体より大きな曲率（小さな、曲率半径）で下方に湾曲したアウト口導
入部１２Ａが備えられ、遊技板１１には、アウト口導入部１２Ａが形成された部分にアウ
ト口１６が貫通形成されている。アウト口１６は、横長の長円形状（又は、楕円形状）を
なし、遊技領域Ｒ１をガイドレール１２の下部まで流下した遊技球が、ガイドレール１２
に沿って転動してアウト口導入部１２Ａに集められ、アウト口１６に取り込まれる。
【００１２】
　遊技板１１のうち遊技領域Ｒ１の中央には、遊技板表示窓１０Ｈが貫通形成され、この
遊技板表示窓１０Ｈを通して、表示装置３０の表示画面３０Ｇが前方に臨んでいる。遊技
板表示窓１０Ｈの開口縁には、表示装飾枠２３が取り付けられている。表示装飾枠２３は
、遊技板１１の前面側から遊技板表示窓１０Ｈに嵌め込まれ、遊技板表示窓１０Ｈの内側
に張り出すと共に、遊技板１１の前面から突出している。そして、遊技領域Ｒ１を流下す
る遊技球が、表示装飾枠２３の内側に進入しないように構成されている。また、表示装飾
枠２３の左側部には、表示装飾枠２３の下辺部に形成されたステージ２４へ遊技球を案内
するためのワープ路２２が備えられている。
【００１３】
　遊技領域Ｒ１の略全体には、遊技板１１に複数の障害釘Ｋが打ち付けられている。また
、遊技領域Ｒ１のうち表示装飾枠２３の右側領域には、上から順番に、始動ゲート１８、
普通入賞口１８Ａ、サブ大入賞口１８Ｂが並べて設けられている。また、遊技領域Ｒ１の
うち表示装飾枠２３の下方領域には、右側にメイン大入賞口１５が設けられ、その下方に
本発明に係る転動誘導部２０Ｓの一部を構成する転動ブロック２０が備えられている。さ
らに、表示装飾枠２３の下方領域における横方向中央には、アウト口１６の真上となる位
置に、第１の始動入賞口１４Ａと、本発明に係る「入賞口」としての第２の始動入賞口１
４Ｂとを有した入賞口ユニット２５が備えられている。
【００１４】
　なお、各始動入賞口１４Ａ，１４Ｂへ遊技球が入球したときは、例えば、１個の入球に
つき４個の賞球が上皿２６に払い出され、メイン大入賞口１５に遊技球が入賞したときに
は、例えば、１個の入賞につき１５個の遊技球が上皿２６に払い出される。
【００１５】
　以下、本発明に深く関連した部位に関して説明する。始動ゲート１８は、門形構造をな
し、内側を遊技球が通過すると普通図柄の当否判定が行われ、その当否判定の結果が、図
示しない普通図柄表示部に表示される。ここで、普通図柄の当否判定が当りとなる確率は



(4) JP 6547114 B2 2019.7.24

10

20

30

40

50

、通常の遊技状態では低く設定されていて、後述する特別図柄の当否判定で所定の当りに
なると、後述する「大当り遊技」後に「時短遊技」になり、普通図柄の当否判定が当りと
なる確率が高くなる。
【００１６】
　表示装置３０には、特別図柄の当否判定結果が表示される。その特別図柄の当否判定は
、入賞口ユニット２５の始動入賞口１４Ａ，１４Ｂへの遊技球の入賞に応じて行われる。
具体的には、図２に示すように、表示装置３０の表示画面３０Ｇには、３つの特別図柄１
３Ａ，１３Ｂ，１３Ｃが横並びに停止表示されている。これら各特別図柄１３Ａ，１３Ｂ
，１３Ｃは、例えば、「０」～「９」の数字を表記した複数種類のもので構成されており
、通常は、各特別図柄１３Ａ，１３Ｂ，１３Ｃごと、所定の種類のものが停止表示されて
いる。そして、始動入賞口１４Ａ，１４Ｂに遊技球が入賞したときに、これら３つの特別
図柄１３Ａ，１３Ｂ，１３Ｃが変動表示（上下方向にスクロール表示）され、所定時間後
に、例えば、左、右、中の順で各特別図柄１３Ａ，１３Ｂ，１３Ｃが停止表示される。始
動入賞口１４Ａ，１４Ｂへの入賞に起因した特別図柄の当否判定結果が当り（以下、「大
当り」という）の場合には、３つの特別図柄１３Ａ，１３Ｂ，１３Ｃが全て同じ図柄（ゾ
ロ目）で停止表示され、その後、遊技が「大当り遊技」に移行する。これに対し、判定結
果が外れの場合には、ゾロ目以外の組み合わせで停止表示され、通常の遊技状態が続行す
る。
【００１７】
　メイン大入賞口１５は、横長矩形状をなして遊技板１１の前面に開口し、通常の遊技状
態では、可動扉１５Ｔにて閉塞されている。また、サブ大入賞口１８Ｂも遊技板１１の前
面に開口し、通常の遊技状態では、可動扉にて閉塞されている。そして、遊技状態が「大
当り遊技」になると、可動扉１５Ｔもしくはサブ大入賞口１８Ｂの可動扉が所定期間に亘
って前側に倒れ、その可動扉１５Ｔを案内にして多くの遊技球が入賞可能となる。なお、
可動扉１５Ｔが開放してから閉じるまでの間を「ラウンド」と称すると、「大当り遊技」
は、最大で、例えば、１６ラウンドまで継続され、１つのラウンドは、可動扉１５Ｔの開
放時間が３０秒に達したか、又は、メイン大入賞口１５に遊技球が１０個入賞したか、の
何れかの終了条件が先に満たされた場合に終了する。また、本実施例ではラウンド毎にメ
イン大入賞口１５とサブ大入賞口１８Ｂとが交互に開放するように構成されている。
【００１８】
　転動ブロック２０は、例えば、樹脂の成形品であって、遊技板１１の前面から突出して
いる。また、転動ブロック２０の下面は円弧状に湾曲していて、ガイドレール１２におけ
る右側辺部の下端からガイドレール１２の下辺部中央の右側近傍位置に亘る範囲に隣接し
ている。転動ブロック２０の上面は、略全体が緩やかに左下がりに傾斜した転動面２０Ａ
になっていて、転動ブロック２０の上面の右側端部は、転動面２０Ａから垂直に近い角度
で上方に立ち上がってから水平に近い角度でガイドレール１２側に屈曲したクランク面２
０Ｂになっている。また、転動面２０Ａの傾斜角は、水平に対して１～１０度になってい
る。さらに、転動面２０Ａは、メイン大入賞口１５の横幅より大きく、遊技領域Ｒ１にお
ける表示装飾枠２３の右側領域の下方から表示装飾枠２３の下側領域の略中央寄り位置ま
で延びている。
【００１９】
　転動ブロック２０の左側には、転動面２０Ａを転動してきた遊技球を受けて更に転動さ
せる誘導釘群２０Ｋが設けられている。誘導釘群２０Ｋは、複数の障害釘Ｋを横並びに連
ねてなり、それら障害釘Ｋ群に上方から接触する接触面（以下、誘導釘群２０Ｋの架空転
動面という）は、左下がりに傾斜していて、その傾斜角は、転動面２０Ａより急降下する
角度（具体的には、２～１５度）になっている。本発明に係る転動誘導部２０Ｓは、この
誘導釘群２０Ｋと、転動ブロック２０の転動面２０Ａとからなる。
【００２０】
　以下、入賞口ユニット２５について詳説する。入賞口ユニット２５は、全体が図３（Ａ
）に示されており、役物ボディ２５Ｙに開閉扉１４Ｔ、ソレノイド（図示せず）、検出ス
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イッチ（図示せず）等を組み付けてなる。
【００２１】
　図３（Ｂ）に示すように、役物ボディ（役物本体部）２５Ｙは、ベース板２５Ｔの後面
に後面突部２５Ｂを有する一方、ベース板２５Ｔの前面に入賞用突部３３（本発明の「ベ
ース部材」に相当する。）を有した構造をなしている。そして、遊技板１１に形成された
図示しない貫通孔に後面突部２５Ｂを受容した状態でベース板２５Ｔが図１に示すように
遊技板１１の前面に重ねられて螺子止めされ、入賞用突部３３が遊技板１１の前面から前
方に突出している。
【００２２】
　役物ボディ２５Ｙは、例えば、透明又は半透明は樹脂で形成されている。また、後面突
部２５Ｂは、ベース板２５Ｔから後方に突出した包囲壁２５Ｈを有し、その包囲壁２５Ｈ
の内部には、図示しない装飾盤と透光板と電飾基板とがベース板２５Ｔ側から順番に重ね
られて収容されている。その透光板は、透明な樹脂板の前面に不規則な形状の複数の凹凸
を設けた構造になっている。また、装飾盤は、略円環状の非透光部材に金属調メッキを施
しかつ、その非透光部材に穿孔された所定形状の複数の貫通孔をレンズ体で塞いだ構造を
なしている。そして、電飾基板に実装されたＬＥＤの発光により入賞口ユニット２５にお
ける入賞用突部３３の後方全体が光るようになっている。
【００２３】
　ベース板２５Ｔ及び後面突部２５Ｂの下辺部分には、左右方向の中央に、上側に湾曲す
るように窪んだアウト口用凹部２５Ｄが設けられている。そして、そのアウト口用凹部２
５Ｄがアウト口１６の上側開口縁に配置されている。なお、アウト口用凹部２５Ｄでは、
ベース板２５Ｔの下面と後面突部２５Ｂの下面とが面一になっている。
【００２４】
　ベース板２５Ｔの右側部には、凹部２５Ｅが形成されている。誘導釘群２０Ｋの一部は
、入賞口ユニット２５を盤面に配置した際にこの凹部２５Ｅに受容されるように位置して
いる。また、ベース板２５Ｔの下辺部分を除いた全体の外縁部には、遊技板１１の前面に
向かって緩やかに傾斜した乗上傾斜面２５Ｎが形成されている。
【００２５】
　入賞用突部３３は、ベース板２５Ｔと平行な前方カバー壁３３Ｋをベース板２５Ｔから
前方に離れた位置に備えている。前方カバー壁３３Ｋは、円板の下端部を水平に切断しか
つ、下端寄りの両側部から１対のカバー突部３３Ｆ，３３Ｆを張り出させた形状をなして
いる。そして、前方カバー壁３３Ｋの中心がアウト口１６の中心の真上に位置し、前方カ
バー壁３３Ｋにおける下端水平部３３Ｅが、ベース板２５Ｔ及び後面突部２５Ｂのアウト
口用凹部２５Ｄと概ね重なる位置に配置されている。
【００２６】
　図５に示すように、入賞用突部３３には、ベース板２５Ｔの前面に直交し、ベース板２
５Ｔと前方カバー壁３３Ｋとに挟まれた領域のうち上、下、左からそれぞれ覆う上方カバ
ー壁３４Ｊ、下方カバー壁３４Ｗ、左方カバー壁３４Ｌが備えられている。下方カバー壁
３４Ｗは、下端溝壁３４Ｖと、その下端溝壁３４Ｖの両側部から左右斜め上方に延びた下
端翼壁３４Ｒ，３５Ａとからなる。下端溝壁３４Ｖは、前方カバー壁３３Ｋにおける下端
水平部３３Ｅの中央に重ねて配置された水平底部の両側縁から例えば、斜め４５度上方に
溝側壁を起立させた構造をなしている。
【００２７】
　左側の下端翼壁３４Ｒは、下端溝壁３４Ｖの溝側壁より水平に近い緩やかな角度で下端
溝壁３４Ｖの一側部から前方カバー壁３３Ｋの円弧状外縁部まで延びている。そして、下
端翼壁３４Ｒのうち下端溝壁３４Ｖから離れた側の端部から左方カバー壁３４Ｌが立ち上
がり、前方カバー壁３３Ｋの外縁部に沿ってその上端寄り位置まで延びている。
【００２８】
　一方、左側の下端翼壁３４Ｒにおける下端溝壁３４Ｖ側の端部からは、内部ガイド壁３
４Ｔが上方に延びている。その内部ガイド壁３４Ｔは、下端翼壁３４Ｒから前方カバー壁
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３３Ｋの上下方向の上寄り位置まで鉛直上方に延びた鉛直ガイド部３４Ｓと、鉛直ガイド
部３４Ｓの上端部から右斜め上方に湾曲して延びた湾曲ガイド部３４Ｋと、湾曲ガイド部
３４Ｋの上端部から前方カバー壁３３Ｋの外縁部における上端寄り位置まで斜め上方に直
線状に延びた傾斜ガイド部３４Ｍと、さらには、傾斜ガイド部３４Ｍの上端部から水平に
張り出した水平ガイド部３４Ｎとからなる。
【００２９】
　傾斜ガイド部３４Ｍの上端部は、左方カバー壁３４Ｌの上端部と前方カバー壁３３Ｋに
おける左右対称となる位置（傾斜ガイド部３４Ｍと前方カバー壁３３Ｋの外縁の交点部分
）に配置されている。そして、傾斜ガイド部３４Ｍ及び左方カバー壁３４Ｌの各上端部か
ら、前方カバー壁３３Ｋの上部中央の次述する第１始動口構成壁３４Ｕまで１対の上方カ
バー壁３４Ｊ，３４Ｊが延びている。それら上方カバー壁３４Ｊ，３４Ｊは、前方カバー
壁３３Ｋの側面より外側に張り出している。また、右側の上方カバー壁３４Ｊのうち第１
始動口構成壁３４Ｕから離れた側の端部は、前記した内部ガイド壁３４Ｔの水平ガイド部
３４Ｎと一体的になって下面が水平になっている。その右側の上方カバー壁３４Ｊと左右
対称な形状になるように、左側の上方カバー壁３４Ｊの端部も下面が水平な形状をなして
、左方カバー壁３４Ｌと一体的になっている。
【００３０】
　傾斜ガイド部３４Ｍの上方には、前方カバー壁３３Ｋの左右方向の中央に第１始動口構
成壁３４Ｕが設けられている。第１始動口構成壁３４Ｕは、左右方向で対向する１対の平
板状側部の下端部間を半円弧状の底部で閉塞した構造をなしている。また、第１始動口構
成壁３４Ｕの底部は、傾斜ガイド部３４Ｍと一体になっている。さらに、第１始動口構成
壁３４Ｕの１対の平板状側部は、前方カバー壁３３Ｋより上方に突出していて、それら１
対の平板状側部の突出部分における前面側の開口が、前方カバー壁３３Ｋから上方に張り
出した矩形状の突壁３３Ｂによって閉塞されている。そして、第１始動口構成壁３４Ｕの
上面開口が、上記した第１の始動入賞口１４Ａをなし、ベース板２５Ｔのうち第１始動口
構成壁３４Ｕの下端部に対応した部分に、第１の始動入賞口１４Ａに入賞した遊技球を遊
技板１１の後方に取り込むための入賞球取込口２５Ｋ（図３（Ｂ）参照）が形成されてい
る。なお、前方カバー壁３３Ｋの後面と第１始動口構成壁３４Ｕの底面中央とに跨って三
角リブ３３Ｓが形成され（図４（Ｂ）参照）、第１始動口構成壁３４Ｕ内を流下した遊技
球が三角リブ３３Ｓの案内により入賞球取込口２５Ｋ内に向かうようになっている。
【００３１】
　右側の下端翼壁３５Ａは、左側の下端翼壁３４Ｒと左右対称に下端溝壁３４Ｖから立ち
上がり、前方カバー壁３３Ｋの円弧状外縁部を超えてカバー突部３３Ｆの先端まで延びて
いる。また、右側の下端翼壁３５Ａは、断面異形筒状の開口下部構成壁３５の一部を構成
している。具体的には、開口下部構成壁３５は、下端翼壁３５Ａにおける下端溝壁３４Ｖ
側の一端部から鉛直上方に立ち上がった鉛直壁３５Ｃと、下端翼壁３５Ａの他端部を左斜
め上方に折り返した折返壁３５Ｂとの間を、Ｖ字形連絡壁３５Ｍで連絡して開口下部構成
壁３５が構成されている。そして、この開口下部構成壁３５と前記した内部ガイド壁３４
Ｔと下端溝壁３４Ｖとから、上方、下方及び左側方とを覆われ、右側方に開口した横向凹
部３３Ｙが入賞用突部３３に形成されている。また、本実施形態では、内部ガイド壁３４
Ｔにおける鉛直ガイド部３４Ｓの横向凹部３３Ｙ内側の面が「鉛直ガイド面」をなし、傾
斜ガイド部３４Ｍ及び湾曲ガイド部３４Ｋの横向凹部３３Ｙ内側の面が「上側傾斜ガイド
面」をなし、水平ガイド部３４Ｎの横向凹部３３Ｙ内側の面が、「上端水平ガイド面」を
なしている。なお、開口下部構成壁３５の折返壁３５Ｂ、Ｖ字形連絡壁３５Ｍ、鉛直壁３
５Ｃの外面が横向凹部３３Ｙの「開口下側内面」をなしている。
【００３２】
　Ｖ字形連絡壁３５Ｍの上方近傍位置には、前方カバー壁３３Ｋの後面から突出したシャ
フト支持ボス３３Ｊが設けられると共に、シャフト支持ボス３３Ｊの中心位置において、
前方カバー壁３３Ｋとベース板２５Ｔとの間には、金属製のシャフト１４Ｊが差し渡され
ている。そして、そのシャフト１４Ｊに開閉扉１４Ｔが回動可能に支持されている。
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【００３３】
　シャフト１４Ｊを挟んで開閉扉１４Ｔと反対側には、開閉扉１４Ｔより回動半径が小さ
い本発明の基端旋回部１４Ｍが備えられて開閉扉１４Ｔと一体になっている。また、基端
旋回部１４Ｍから後方に図示しないパイロットバーが突出し、ベース板２５Ｔに形成され
た図示しないスリットを通してベース板２５Ｔの後側まで延びている。そして、そのパイ
ロットバーが、前記ソレノイドを駆動源とする扉駆動機構に連結され、ソレノイドに通電
されていないと、図６（Ａ）に示すように、開閉扉１４Ｔがシャフト１４Ｊから起立した
起立姿勢に保持され、ソレノイドに通電されると、図６（Ｃ）に示すように、開閉扉１４
Ｔが右側に倒された横倒れ姿勢になる。
【００３４】
　図５に示すように、Ｖ字形連絡壁３５Ｍには、開閉扉１４Ｔが起立姿勢になったときに
基端旋回部１４Ｍと当接する第１ストッパ突部３５Ｔが設けられている。また、シャフト
支持ボス３３Ｊの外周面からは、扇形の第２ストッパ突部３３Ｔ（本発明の「位置決当接
部」に相当する。）が突出している。そして、開閉扉１４Ｔが横倒れ姿勢になったときに
、基端旋回部１４Ｍに形成された第１段差面１４Ｎ（本発明の「開位置決部」に相当する
。）が第２ストッパ突部３３Ｔに当接する。なお、開閉扉１４Ｔが起立姿勢になったとき
には、開閉扉１４Ｔに備えた第２段差面１４Ｈ（本発明の「閉位置決部」に相当する。）
が第２ストッパ突部３３Ｔに隣接していて、例えば、第１ストッパ突部３５Ｔが破損した
ときに、それら第２段差面１４Ｈと第２ストッパ突部３３Ｔとが当接する。
【００３５】
　開閉扉１４Ｔには、鉛直ガイド部３４Ｓ側には、先端側から順番に第１ガイド平面１４
Ｌと第２ガイド平面１４Ｅと第３ガイド平面１４Ｆとが備えられ、その反対側には、外部
膨出面１４Ｒが備えられている。外部膨出面１４Ｒは、丸みを帯びて外側に膨らんだ形状
をなしている。また、第１ガイド平面１４Ｌは、開閉扉１４Ｔが起立姿勢で、鉛直方向に
対して僅かに左下がりに傾斜して開閉扉１４Ｔの先端から、開閉扉１４Ｔの回動半径方向
における中央部における基端寄り位置まで形成されている。第２ガイド平面１４Ｅは、開
閉扉１４Ｔが起立姿勢で、鉛直方向に対して僅かに右下がりに傾斜して第１ガイド平面１
４Ｌの下端から開閉扉１４Ｔの基端寄り位置まで形成され、さらに、その第２ガイド平面
１４Ｅの下端部から第３ガイド平面１４Ｆが右下がりの急角度に傾斜して開閉扉１４Ｔの
基端まで形成されている。
【００３６】
　開閉扉１４Ｔが起立姿勢になった状態は、本発明の開閉扉１４Ｔの閉状態に相当する。
そして、その閉状態の開閉扉１４Ｔの先端部は、傾斜ガイド部３４Ｍの傾斜方向における
中間位置に対向し、開閉扉１４Ｔ全体が僅かに横向凹部３３Ｙの奥部側に傾いている。ま
た、閉状態の開閉扉１４Ｔの先端部と傾斜ガイド部３４Ｍとの間には、遊技球の直径の１
／４以上、直径未満の隙間が空いている。さらに、傾斜ガイド部３４Ｍのうち開閉扉１４
Ｔが突き合わされた部分は、内部ガイド壁３４Ｔの先端から遊技球１つ分以上内側に離れ
ている。そして、横向凹部３３Ｙの開口部分のうち起立姿勢、即ち、閉状態の開閉扉１４
Ｔが位置する部分が、本発明の「入賞口」に相当する前記した第２の始動入賞口１４Ｂを
なし、開閉扉１４Ｔが開放した際にその入賞口の位置に遊技球が入球することで第２の始
動入賞口１４Ｂの奥側へ遊技球を受け入れ可能に構成されている。その第２の始動入賞口
１４Ｂと開閉扉１４Ｔとから可変入賞部２５Ｚが構成されている。また、第２の始動入賞
口１４Ｂに入賞した遊技球を遊技板１１の後側に取り込むための入賞球取込口２５Ｌが、
ベース板２５Ｔのうち下端溝壁３４Ｖに対向する部分に形成される。なお、下端溝壁３４
Ｖの底面には、第１始動口構成壁３４Ｕの底面と同様に、前方カバー壁３３Ｋの後面と下
端溝壁３４Ｖの底面中央とに跨った三角リブ３３Ｓが形成されている。
【００３７】
　なお、横向凹部３３Ｙのうち閉状態の開閉扉１４Ｔと鉛直ガイド部３４Ｓとに挟まれた
部分は、「凹部内流路」をなし、閉状態の開閉扉１４Ｔの外側かつ横向凹部３３Ｙの開口
上側内面（即ち、内部ガイド壁３４Ｔの上側部分の内側面）の下方の空間は、扉横スペー
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ス３３Ｄをなし、さらに、開口下部構成壁３５のうち閉状態の開閉扉１４Ｔより外側の折
返壁３５Ｂの上面、つまり横向凹部３３Ｙの開口下側内面のうち閉状態の開閉扉１４Ｔよ
り外側の斜め下方に傾斜した（延びた）部分が下側傾斜ガイド面３５Ｇになっている。
【００３８】
　なお、この第２の始動入賞口１４Ｂ用の入賞球取込口２５Ｌと、上記した第１の始動入
賞口１４Ａ用の入賞球取込口２５Ｋとは、共にアウト口１６の真上となる位置に、即ち、
図３（Ｂ）に示すように、ベース板２５Ｔのうち前方カバー壁３３Ｋとの対向部分におけ
る横方向の中央に縦に並べた配置になっている。
【００３９】
　開閉扉１４Ｔが横倒れ姿勢になった状態は、本発明の開閉扉１４Ｔの開状態に相当する
（図７（Ｂ）参照）。開閉扉１４Ｔは、上記した始動ゲート１８に遊技球が入賞して行わ
れる普通図柄の当否判定が当たりになったときに開状態になる。そして、開閉扉１４Ｔが
開状態になると、第１ガイド平面１４Ｌが水平面に対して僅かに左下がりになるように傾
斜し、第２ガイド平面１４Ｅは第１ガイド平面１４Ｌより急角度で左下がりに傾斜し、さ
らに、第３ガイド平面１４Ｆが第１ガイド平面１４Ｌより急角度で左下がりに傾斜した状
態になる。そして、第２ガイド平面１４Ｅが誘導釘群２０Ｋの上記した架空転動面と略面
一になる。また、第１ガイド平面１４Ｌは、架空転動面よりも下方に位置している。また
、開状態の開閉扉１４Ｔの上面と横向凹部３３Ｙの開口上側内面との間隔Ｋ１は、遊技球
の直径の１．５～２倍程度の大きさになっている。また、開状態の開閉扉１４Ｔを真上か
ら見たときの開閉扉１４Ｔの上方カバー壁３４Ｊからの突出量Ｔ１は、遊技球の直径の１
／２程度になっている。なお、通常遊技状態では、開閉扉１４Ｔが開状態になってもその
開状態の保持時間が極めて短いために第２の始動入賞口１４Ｂへの入賞は困難である。こ
れに対し、「時短遊技状態」では、通常遊技状態に比べて開閉扉１４Ｔが長く開状態に保
持され、第２の始動入賞口１４Ｂへの入賞が可能になる。
【００４０】
　本実施形態のパチンコ遊技機１０の構成に関する説明は以上である。次に、本実施形態
のパチンコ遊技機１０の作用効果について説明する。本実施形態のパチンコ遊技機１０で
は、遊技球を遊技領域Ｒ１のうち表示画面３０Ｇの右側に流下させる右打ちを行うと、そ
れら遊技球の一部は、表示画面３０Ｇの右斜め下方の転動誘導部２０Ｓで受け止められて
表示画面３０Ｇの下方領域に案内される。そして、その表示画面３０Ｇの下方領域で遊技
板１１の前面から突出した入賞用突部３３が有する可変入賞部２５Ｚへと遊技球が向かう
。
【００４１】
　ここで、可変入賞部２５Ｚの入賞口である第２の始動入賞口１４Ｂは、転動誘導部２０
Ｓ側の一側方に向かって開口した横向凹部３３Ｙの開口部分の奥側に配置され、その反対
の側方及び上方からの遊技球の入賞が入賞用突部３３によって禁止されている。そして、
第２の始動入賞口１４Ｂに備えた開閉扉１４Ｔが、通常は、横向凹部３３Ｙの開口部分の
奥側で起立した閉状態に保持されて第２の始動入賞口１４Ｂへの入賞を規制している。
【００４２】
　これにより、図７（Ａ）に示すように開閉扉１４Ｔが閉状態のときには、転動誘導部２
０Ｓから入賞用突部３３に向かった遊技球は、横向凹部３３Ｙに一度進入してから排出さ
れるという今までになかった遊技感覚を遊技者に提供することができる。また、閉状態の
開閉扉１４Ｔの外面となる外部膨出面１４Ｒは、上方に向かって転動誘導部２０Ｓから離
れる側に傾斜しているので、転動誘導部２０Ｓから転動してきた遊技球を閉状態の開閉扉
１４Ｔで受けたときに遊技球の勢いを抑えることができる。さらに、閉状態の開閉扉１４
Ｔの外側の扉横スペース３３Ｄが前方から前方カバー壁３３Ｋで覆われているので、開閉
扉１４Ｔが閉状態である場合も、遊技球が第２の始動入賞口１４Ｂに入賞するのではない
かという期待感を持たせることができる。つまり前方カバー壁３３Ｋによって開閉扉１４
Ｔの状態が分かり難くなっているため、転動誘導部２０Ｓから第２の始動入賞口１４Ｂに
向かって流下した球が扉横スペース３３Ｄ内に入り込み、第２の始動入賞口１４Ｂに入賞
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したように見せることが可能である。その際に開閉扉１４Ｔが閉状態であれば、遊技球は
開閉扉１４Ｔに当たって弾き返されるので、開閉扉１４Ｔが閉まっていたことを認識させ
ることが可能となる。また、その扉横スペース３３Ｄが遊技球複数縦に並べて収まる大き
さをなしているので、転動誘導部２０Ｓから転動してきた遊技球が袋小路状の扉横スペー
ス３３Ｄ内を流下してから下方に流すという流下態様を遊技者に見せることができる。
【００４３】
　また、扉横スペース３３Ｄ内から排出された遊技球や転動誘導部２０Ｓと入賞用突部３
３との間を流下した遊技球等は、遊技領域Ｒ１の下縁部に至り、アウト口１６へと向かう
。ここで、可変入賞部２５Ｚに入賞できなかった遊技球とその他の遊技球とが一度にアウ
ト口１６に向かうと、上方から流下した遊技球とガイドレール１２上を転動した遊技球と
が入賞用突部３３とガイドレール１２との間の下部スペースの入口部分で詰まってしまう
ことが懸念される。しかしながら、本実施形態では、入賞用突部３３における第２の始動
入賞口１４Ｂの下側開口縁に、閉状態の開閉扉１４Ｔに対して外側斜め下方に傾斜して延
びて、ガイドレール１２上に遊技球を案内する下側傾斜ガイド面３５Ｇが備えられている
。これにより、可変入賞部２５Ｚに入賞できなかった遊技球が下側傾斜ガイド面３５Ｇに
より上記下部スペースの入口から離れるように案内され、ガイドレール１２上に落下して
からアウト口１６へと向けてガイドレール１２上を転動するようになるので、上記した球
詰まりが抑えられる。
【００４４】
　一方、図７（Ｂ）に示すように開閉扉１４Ｔが開状態のときには、転動誘導部２０Ｓか
ら入賞用突部３３に向かった遊技球が第２の始動入賞口１４Ｂに入賞可能となる。このと
き、開状態の開閉扉１４Ｔの上面の一部である第２ガイド平面１４Ｅが、転動誘導部２０
Ｓにおける誘導釘群２０Ｋの架空転動面の延長線上に配置されているので、転動誘導部２
０Ｓを転動した遊技球を開閉扉１４Ｔを案内にしてスムーズに第２の始動入賞口１４Ｂに
入賞させることができる。また、開状態の開閉扉１４Ｔの上面のうち第２ガイド平面１４
Ｅよりも転動誘導部２０Ｓ側にある第１ガイド平面１４Ｌが、転動誘導部２０Ｓにおける
誘導釘群２０Ｋの架空転動面の延長線上よりも下方に位置しているので、転動誘導部２０
Ｓから案内された遊技球を開閉扉１４Ｔ上に受け止めやすい。さらに、開状態の開閉扉１
４Ｔの上方に、水平ガイド部３４Ｎが配されているので、転動誘導部２０Ｓから開状態の
開閉扉１４Ｔ上で転落して弾んだ遊技球を、水平ガイド部３４Ｎで受けて再び開閉扉１４
Ｔ上に落下させて第２の始動入賞口１４Ｂに取り込むことができる。つまり、水平ガイド
部３４Ｎと開閉扉１４Ｔとによって入賞口の受け口を広く構成することで、その間に入っ
た遊技球をほとんど第２の始動入賞口１４Ｂ内に流下させることが可能となる。また、第
２の始動入賞口１４Ｂの奥側に進入した遊技球は、内部ガイド壁３４Ｔにおける傾斜ガイ
ド部３４Ｍ、湾曲ガイド部３４Ｋ及び鉛直ガイド部３４Ｓによって入賞球取込口２５Ｌへ
とスムーズに案内される。
【００４５】
　上述したように、可変入賞部２５Ｚへ転動誘導部２０Ｓ側から向かう遊技球は、第２の
始動入賞口１４Ｂへスムーズに入賞することができる。これに対し、その反対側及び上方
から向かう遊技球、例えば、左打ちにより表示画面３０Ｇの左側を流下した遊技球やステ
ージ２４から落下した遊技球等は、稀に上方カバー壁３４Ｊに弾かれた後に誘導釘群２０
Ｋに跳ね返されて横向凹部３３Ｙに入球するもの等もあるが、そのほとんどが入賞用突部
３３によって横向凹部３３Ｙへの入球すら規制される。このように、本実施形態のパチン
コ遊技機１０では、可変入賞部２５Ｚの入賞口である第２の始動入賞口１４Ｂに入賞する
遊技球の多くが、主として第２の始動入賞口１４Ｂに対して横から向かう遊技球であると
いう、今までにない斬新な遊技感覚を遊技者は楽しむことができる。即ち、今までにない
斬新な可変入賞部２５Ｚを表示画面３０Ｇの下方に備えた遊技機を提供することができる
。
【００４６】
　また、本実施形態では、入賞用突部３３の上部に、上方に向けて常時開放した第１の始
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動入賞口１４Ａが備えられている。この第１の始動入賞口１４Ａには、転動誘導部２０Ｓ
を転動する遊技球が入球することはなく、表示画面３０Ｇの左側を流下した遊技球やステ
ージ２４から落下した遊技球の一部が入球する。これにより、第１の始動入賞口１４Ａと
可変入賞部２５Ｚの第２の始動入賞口１４Ｂとの遊技球の入賞態様の違いによって遊技者
を楽しませることができる。
【００４７】
　なお、閉状態の開閉扉１４Ｔの先端部と内部ガイド壁３４Ｔにおける傾斜ガイド部３４
Ｍとの間には、遊技球の直径の１／４以上、直径未満の隙間が形成され、その隙間分だけ
開閉扉１４Ｔの回動半径を小さくすることができる。これにより、開閉扉１４Ｔの回動領
域も小さくなり、可変入賞部２５Ｚの周囲の設計の自由度が高くなる。また、前方カバー
壁３３Ｋを含む入賞用突部３３の前面形状が略左右対称であるので、表示画面３０Ｇの下
方領域のうち左右方向の中央に入賞用突部３３を配置した場合の意匠性が向上する。
【００４８】
　［他の実施形態］
　本発明は、前記実施形態に限定されるものではなく、例えば、以下に説明するような実
施形態も本発明の技術的範囲に含まれ、さらに、下記以外にも要旨を逸脱しない範囲内で
種々変更して実施することができる。
【００４９】
　（１）上記実施形態では、閉状態の開閉扉１４Ｔの外側に扉横スペース３３Ｄが設けら
れていたが、扉横スペース３３Ｄを設けない構成であってもよい。すなわち、開閉扉１４
Ｔを横向凹部３３Ｙの開口部分に配置した構成であってもよい。
【００５０】
　（２）上記実施形態では、第１の始動入賞口１４Ａと第２の始動入賞口１４Ｂとが入賞
用突部３３に一体に備えられていたが、それぞれ別個に設けた構成であってもよい。
【００５１】
　（３）上記実施形態では、開閉扉１４Ｔの内面が、第１ガイド平面１４Ｌと第２ガイド
平面１４Ｅと第３ガイド平面１４Ｆとにより屈折していたが、一つの平坦面からなる構成
であってもよい。この場合、開閉扉１４Ｔが開状態のときにその平坦面が誘導釘群２０Ｋ
の架空転動面の延長線上又はその延長線の下方に配置されるように構成することが好まし
い。
【００５２】
　（４）上記実施形態では、開閉扉１４Ｔの大きさが、閉状態の開閉扉１４Ｔの先端部と
傾斜ガイド部３４Ｍとの間に隙間が生じるような大きさであったが、閉状態の開閉扉１４
Ｔの先端部が傾斜ガイド部３４Ｍに当接するような大きさであってもよい。この場合でも
、開閉扉１４Ｔの上方が、斜め上方に延びた傾斜ガイド部３４Ｍとなっているので、回動
する開閉扉１４Ｔと横向凹部３３Ｙの内面とが干渉しないようになっている。
【００５３】
　なお、上記実施形態には、以下、［１］～［１３］の特徴が含まれている。
【００５４】
　［１］遊技球が流下する遊技領域を前面に有した遊技板と、
　前記遊技領域の中央に設けられた表示部と、
　前記表示部の一斜め下方に設けられ、前記表示部の一側方領域を流下する遊技球を受け
て前記表示部の下方領域に向けて転動させる転動誘導部と、
　前記表示部の下方領域で前記遊技板の前面から突出した入賞用突部と、
　前記入賞用突部に形成された入賞口に開閉扉を設けてなり、通常は、前記開閉扉が起立
した閉状態に保持されて前記入賞口への遊技球の入賞が規制される一方、予め設定された
所定条件が成立したときに前記開閉扉が横に倒れた開状態になって前記転動誘導部を転動
した遊技球の前記入賞口への入賞が容易になる可変入賞部と、
　前記入賞口への遊技球の入賞に応じて、遊技者に有利な特典を付与するか否かの当否判
定を行う当否判定手段とを備えた遊技機において、
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　前記可変入賞部の前記入賞口は、前記転動誘導部側の一側方に向かって開口しかつ、そ
の反対の側方及び上方からの遊技球の入賞を前記入賞用突部によって禁止され、
　前記入賞用突部の左右両側の領域は、遊技球が流下可能に構成され、
　前記入賞用突部における前記入賞口の下側開口縁には、前記閉状態の前記開閉扉より外
側斜め下方に傾斜して延びる下側傾斜ガイド面が備えられ、その下側傾斜ガイド面から前
記開閉扉側には、前記閉状態の前記開閉扉に沿って下方に屈曲して延びる下側屈曲面が備
えられ、
　前記下側屈曲面には、前記閉状態の前記開閉扉と当接して前記開閉扉を前記閉状態に位
置決めする第１ストッパが設けられていることを特徴とする遊技機。
【００５５】
　［１］の遊技機は、遊技領域のうち表示部の一斜め下方に転動誘導部を有し、表示部の
一側方領域を流下する遊技球が転動誘導部で受け止められて表示部の下方領域に案内され
る。その表示部の下方領域には、遊技板の前面から突出した入賞用突部が設けられ、入賞
用突部に形成された可変入賞部の入賞口が、転動誘導部側の一側方に向かって開口してい
て、一側方とは反対の側方及び上方からの遊技球の入賞が入賞用突部によって禁止されて
いる。そして、入賞口に備えた開閉扉が、通常は、起立した閉状態に保持されて入賞が規
制され、開閉扉が横に倒れた開状態になると、転動誘導部を転動した遊技球の入賞が容易
になる。これにより、入賞口に入賞する遊技球の多くが、主として入賞口に対して横から
向かう遊技球であるという、今までにない斬新な遊技感覚を遊技者は楽しむことが可能と
なる。即ち、今までにない斬新な可変入賞部を表示部の下方に備えた遊技機を提供するこ
とが可能となる。
【００５６】
　［２］前記開状態の前記開閉扉における先端側の上面の勾配が、前記転動誘導部におけ
る末端側の上面の勾配より小さいことを特徴とする［１］に記載の遊技機。
【００５７】
　［３］前記開閉扉の回動軸は、前記下側傾斜ガイド面の延長線より上方に配置され、
　前記回動軸を挟んで前記下側傾斜ガイド面と反対側に、前記開閉扉を前記開状態で支持
可能な第２ストッパを備えることで、前記開閉扉を前記下側ガイド面に接触することなく
開閉可能に構成したことを特徴とする［１］又は［２］に記載の遊技機。
【００５８】
　［４］前記入賞用突部の下方には、遊技球を前記遊技板の裏側に取り込むアウト球取込
口が設けられ、
　前記遊技領域の下縁部には、遊技球を前記アウト球取込口に案内する円弧状ガイドレー
ルが設けられ、
　前記下側傾斜ガイド面は、前記円弧状ガイドレール上に遊技球を案内することを特徴と
する［１］乃至［３］の何れかに記載の遊技機。
【００５９】
　［４］の遊技機では、遊技領域の下縁部に至った遊技球は、円弧状ガイドレールに案内
されて入賞用突部の下方のアウト球取込口に集められて、遊技板の裏側に取り込まれる。
また、可変入賞部の開閉扉が閉じていると、入賞口に入賞できなかった遊技球も遊技領域
の下縁部に至って円弧状ガイドレールに案内され、アウト球取込口に向かう。ここで、可
変入賞部に入賞できなかった遊技球が上方から円弧状ガイドレールに向かい、その他の遊
技球が円弧状ガイドレールに案内されてアウト球取込口に向かうと、入賞用突部と円弧状
ガイドレールとの間の下部スペースの入口部分で球詰まりが生じることが懸念される。し
かしながら、本発明では、入賞用突部における入賞口の下側開口縁に、閉状態の開閉扉に
対して外側斜め下方に傾斜して延びて、円弧状ガイドレール上に遊技球を案内する下側傾
斜ガイド面が備えられている。これにより、可変入賞部に入賞できなかった遊技球が下側
傾斜ガイド面により上記下部スペースの入口から離れるように案内され、円弧状ガイドレ
ール上に落下してからアウト球取込口へと向けて円弧状ガイドレール上を転動するように
なるので、上記した球詰まりが抑えることが可能となる。
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【００６０】
　［５］前記開状態の前記開閉扉の上面が、前記転動誘導部における前記可変入賞部側の
上面の延長線上に配置されていることを特徴とする［１］乃至［４］の何れかに記載の遊
技機。
【００６１】
　［５］の遊技機では、開状態の開閉扉の上面が、転動誘導部における可変入賞部側の上
面の延長線上に配置されているので、開閉扉が開状態になると、転動誘導部を転動した遊
技球が開閉扉を案内にしてスムーズに入賞口に入賞することが可能となる。
【００６２】
　［６］前記閉状態の前記開閉扉の外面が、上方に向かって前記転動誘導部から離れる側
に傾斜していることを特徴とする［１］乃至［５］の何れかに記載の遊技機。
【００６３】
　［６］の遊技機では、閉状態の開閉扉の外面が、上方に向かって転動誘導部から離れる
側に傾斜しているので、転動誘導部から転動してきた遊技球を閉状態の開閉扉で受けたと
きに遊技球の勢いを抑えることが可能となる。
【００６４】
　［７］前記入賞用突部の上部には、上方に向かって常時開放し、遊技球が入賞可能であ
る上向入賞口が備えられたことを特徴とする［１］乃至［６］の何れかに記載の遊技機。
【００６５】
　［７］の遊技機では、入賞用突部の上部に、常時開放した上向入賞口が備えられている
ので、上向入賞口と可変入賞部の入賞口との入賞態様の違いによって遊技者を楽しませる
ことが可能となる。
【００６６】
　［８］前記入賞用突部に形成されて、前記転動誘導部側に向かって開口し、その開口部
分に上下方向で対向する開口上側内面と開口下側内面とを有した横向凹部と、
　前記横向凹部の開口部分より奥部に設けられて前記開口部分より下方に位置し、遊技球
を遊技板の裏側に取り込むための入賞球取込口と、が備えられ、
　前記開閉扉は、前記横向凹部の開口下側部分に回動軸を有し、
　前記閉状態の前記開閉扉の先端部が前記開口上側内面における奥側位置に対向するよう
に構成されると共に、前記横向凹部の開口部分のうち前記閉状態の前記開閉扉が位置する
部分が前記入賞口をなし、
　前記閉状態の前記開閉扉の外側かつ前記開口上側内面の下方に、遊技球が流下可能な扉
横スペースが設けられたことを特徴とする［１］乃至［７］の何れかに記載の遊技機。
【００６７】
　［８］の遊技機では、入賞用突部に転動誘導部側に向かって開口した横向凹部が形成さ
れ、開閉扉が、横向凹部の開口下側部分に回動軸を有し、閉状態の開閉扉の先端部が開口
上側内面における奥側位置に対向するように構成されると共に、横向凹部の開口部分のう
ち閉状態の開閉扉が位置する部分が入賞口をなしている。そして、閉状態の開閉扉の外側
かつ開口上側内面の下方に、遊技球が流下可能な扉横スペースが設けられているので、開
閉扉が閉状態のときには、遊技球が横向凹部に一度進入してから排出されるという今まで
になかった遊技感覚を遊技者に提供することが可能となる。
【００６８】
　［９］前記閉状態の前記開閉扉の先端部と前記開口上側内面との間には、遊技球の直径
の１／４以上、直径未満の隙間が設けられたことを特徴とする［８］に記載の遊技機。
【００６９】
　［９］の遊技機では、閉状態の開閉扉の先端部と開口上側内面との間には、遊技球の直
径の１／４以上、直径未満の隙間が形成されていることで、閉状態では入賞口内への入賞
を規制する一方、開状態ではその隙間分だけ開閉扉の回動半径を小さくすることが可能と
なる。これにより、開閉扉の回動領域も小さくなり、可変入賞部の周囲の設計の自由度が
高くすることが可能となる。
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【００７０】
　［１０］前記開口上側内面の一部を構成し、前記横向凹部の開口部分から奥側に向かっ
て下るように傾斜して延びた上側傾斜ガイド面と、
　前記上側傾斜ガイド面の下端部から鉛直下方に延び、前記閉状態の前記開閉扉に対して
前記転動誘導部の反対側から対向した鉛直ガイド面と、
　前記鉛直ガイド面と前記閉状態の前記開閉扉との間で上下方向に延び、下端部に前記入
賞球取込口を有した凹部内流路とを備えたことを特徴とする［８］又は［９］に記載の遊
技機。
【００７１】
　［１０］の遊技機では、入賞口の奥側に進入した遊技球を上側傾斜ガイド面と鉛直ガイ
ド面とによって入賞球取込口へとスムーズに案内することが可能となる。
【００７２】
　［１１］前記入賞用突部には、前記閉状態の前記開閉扉及び前記扉横スペースを前方か
ら覆う前方カバー壁が備えられたことを特徴とする［８］乃至［１０］の何れかに記載の
遊技機。
【００７３】
　［１１］の遊技機では、閉状態の開閉扉と扉横スペースとを前方から覆う前方カバー壁
を備えたことで、開閉扉が閉状態である場合も、遊技球が入賞口に入賞するのではないか
という期待感を持たせることが可能となる。
【００７４】
　［１２］前記前方カバー壁を含む前記入賞用突部の前面形状が略左右対称であることを
特徴とする［１１］に記載の遊技機。
【００７５】
　［１２］の遊技機によれば、前方カバー壁を含む入賞用突部の前面形状が略左右対称で
あるので、表示部の下方領域のうち左右方向の中央に入賞用突部を配置した場合の意匠性
を向上させることが可能となる。
【００７６】
　［１３］前記開口上側内面の一部を構成し、前記上側傾斜ガイド面の上端部から前記転
動誘導部側に水平に延びた上端水平ガイド面を備えたことを特徴とする［９］乃至［１２
］の何れかに記載の遊技機。
【００７７】
　［１３］の遊技機では、転動誘導部から開状態の開閉扉上で転落して弾んだ遊技球を、
上端水平ガイド面で受けて再び開閉扉上に落下させて入賞口に取り込むことが可能となる
。
【符号の説明】
【００７８】
　１０　　パチンコ遊技機（遊技機）
　１１　　遊技板
　１２　　ガイドレール
　１４Ａ　　第１の始動入賞口
　１４Ｂ　　第２の始動入賞口（入賞口）
　１４Ｈ　　第２段差面（閉位置決部）
　１４Ｍ　　基端旋回部
　１４Ｎ　　第１段差面（開位置決部）
　１４Ｔ　　開閉扉
　１６　　アウト口
　２０Ｓ　　転動誘導部
　２５Ｌ　　入賞球取込口
　２５Ｚ　　可変入賞部
　３０Ｇ　　表示画面
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　３３　　入賞用突部（ベース部材）
　３３Ｄ　　扉横スペース
　３３Ｋ　　前方カバー壁
　３３Ｔ　　第２ストッパ突部（位置決当接部）
　３３Ｙ　　横向凹部
　３５Ｇ　　下側傾斜ガイド面

【図１】 【図２】
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